
● 新中学校建設特別委員会

 ◆ 勝山市立中学校建設工事（給食室棟工
事）請負契約の締結について

　今期定例会では、給食室棟工事の契約締結に
ついて初日に委員会審査を行い、同日議決しま
した。
　本工事は当初入札で施工業者の決定を行う予
定でしたが、校舎工事の施工業者との随意契約
に変更されました。随意契約に変更することで
工事費が大幅に削減できることや、大型重機を
共用するなど、校舎工事、給食室棟工事の進行
の調整がスムーズになり、効率的に工事を進め
ることができるとの説明がありました。
　委員会では工事費の削減額の妥当性や、工事
工程について議論を交わしました。
　　　　　　
 ◆ 土壌汚染対策法第4条の未届事案に
 　 ついて
　本件については、県への届出を失念していたこ
とから、工事を一時中止したうえで、届出の手続
きを行いました。この工事一時中止期間の現場の
保全・安全管理費などの追加費用について、責任
の所在や額の妥当性、追加費用の負担先への確実
な支払いなどについて議論がありました。
　　　　　　
 ◆ 新中学校建設開校に向けた進捗状況

について
　24日の委員会では新中学校建設開校に向けた
進捗状況について議論しました。
　今回の委員会では福井型中高一貫教育研究会
議に勝山市も参加したことの報告がありました。
　委員からは県教育委員会との協議の状況な
ど、今後も議会と情報を共有するよう指摘があ
りました。
　本特別委員会では、勝山市の将来を担う子ども
たち一人ひとりが、いきいきと活動できる、安全
安心な学校が建設できるよう、今後とも議論を
重ねてまいります。

　　市民、保護者は、小学校のような自校式給
食が行われると信じている方が数多くいる。委
託会社が作る給食との違いは何か。
　また、新中学校の給食はどのような計画で今
後進められるのか、具体的な内容を公表してほ
しい。
　　現在の3中学校の給食は業者から学校へ搬
入するデリバリー方式である。新中学校の給食
は、調理業務は外部委託だが、栄養教諭が作成
するメニューを委託先の調理師が校舎内の給食
室で調理・提供する自校式であり、市の調理員
が作る給食と違いはない。
　今後は給食室での調理体制や調理業務委託の
仕様を検討し、新中学校開校と同時に自校式給
食を提供できるよう準備を進めていく。
　　新中学校の休日の各部活動の活動場所も含
め、今後どのような計画で進めていく考えなの
か伺う。
　　国の方針に基づき、学校・家庭・地域が一
体で生徒を支える「部活動の地域展開」を進め
ている。令和5年度から7年度までを「改革推
進期間」と位置づけ、休日の部活動を学校外の
多様な地域団体が主体となる地域クラブへと移
行するよう求めている。市でも、バドミント
ン、陸上競技、男子バレーボールなどが移行を
進め、本年度からは市サッカー協会及び市柔道
連盟の協力も得て休日の活動を始めている。
　令和8年度から10年度までは「改革実行期間」
の前期にあたり、休日の部活動は行わず、原則
地域クラブ等で活動する。市としても8年度夏
以降は休日の部活動は行わない。
　今後はすべての種目の地域展開に向けて、ス
ポーツ・文化協会等に加え、ダンスや太鼓、プ
ログラミングなど様々な活動を行う方々にも協
力を依頼し、中学生の放課後活動の選択肢を広
げたい。また、勝山高校と隣接する地の利を活
かし、中高生が共に参加する新たな活動形態も
検討していく。

一般質問  議:議員／理:理事者

　　危険な老朽空き家には解体費補助制度があ
るが、申請が進みにくい課題も指摘されている。
これまでの利用実績や、申請が難しい高齢者世
帯・所有者不明の場合の対応はどうであるか。
　また、空き家利活用の補助制度もあるが、利
用件数や活用率は十分であるか。UIターンや創
業支援、福祉施設転用など多様な利活用の展開
を検討しているか伺う。
　　老朽危険空き家の解体費補助制度は、令和
元年度から7年9月上旬までに26件の実績があ
り、申請書類の簡素化に努めている。なお所有
者不明の危険な建物除去は、空き家特措法に基
づき対応する。
　空き家情報バンクへの登録は累計167件で、
成約が112件。定住化促進事業補助金は190件
の実績のうち中古住宅購入等は52件。現在、
起業支援や福祉施設転用の補助金はないが、市
民ニーズを把握して検討する。
　昨年度実施した空き家利活用促進整備事業
で、ゲストハウス等を複合的に展開する「ＩＲ
ＩＦＵＮＥ」が開業しており、若者等のモデル
になるよう活用していく。
　　市でもクマの出没が増え、市民の不安が高
まっている。令和7年4月から福井県の特定鳥
獣管理計画が始まり、「保護」から「管理」へ
と方針転換される。これを踏まえ、市としてど
のような対策を強化するのか。また、学校での
クマ遭遇時の安全教育の実施状況や、子どもや
高齢者など情報共有が難しい世代への対応はど
のようになっているのか。
　　県の計画を受け、市はツキノワグマ捕獲計
画を策定。新たな取り組みとして、人の生活圏
への出没抑制を目的とした春季銃猟やクマ個体
数調整のための檻捕獲等を実施している。
　学校ではクマ対応の避難訓練等を実施し、ク
マ目撃情報等の共有は、メールや防災無線、パ
トロール等で周知対応している。

特別委員会報告

　審査の結果､議案1件について可決しました｡

● 新中学校の給食について
● 新中学校部活動の地域展開
　 （地域移行）について
その他の質問
・県立大学恐竜学部生の居住環境等
　について

一般質問  議:議員／理:理事者

● 空き家の対策と利活用について
● 勝山市の熊対策について
その他の質問
・持続可能な米作りと市民の食の
　安心について
・市民の健康づくりで医療費削減
　について

　　開校に至る令和9年3月までの校舎建設工
事、給食室棟工事、地下横断歩道建設工事の工
事スケジュールを伺う。また、現在の3中学校
で発生する不要な備品消耗品等の売却は検討し
ているのか伺う。
　　勝山市立中学校の校舎建設工事について
は、一時中止期間中に工程を見直して工期短縮
の検討を行った。現時点で工事の遅れにより令
和9年4月開校に支障がでることはない。　
　給食室棟工事は令和9年3月12日を工期末と
し、開校時に温かい給食を提供できるよう進め
ていく。
　地下横断歩道建設工事は、土木工事の国道部
分と公園部分、建築工事の大きく3つに分けてい
る。国道部分は順調に進んでおり、公園部分も
今秋着工予定で、開校に間に合うと考えている
が、不測の事態に備え工程精査に努めていく。
　不要備品については、市内公共施設での活用
や、民間への譲渡・売却など、できるだけ廃棄
せずに引き続き活用できるよう考えていく。
　　従来からの「小学校の統廃合については、
地域の自主性を重要視する」という市の考えは
今も変わらないのか。また、統廃合を地域で検
討する場合、どのような形で協議を行うのがよ
いのか。
　　小学校の再編については「それぞれの学校
区の保護者・地域住民の意思を尊重して対応す
る」という方針を変えていない。市教育委員会
が再編を進めるのではなく、ＰＴＡ及び区長会
の両者から再編の意見が出たときに保護者と地
域住民の意思を尊重して対応することとしてい
る。野向地区では、この方針に沿って住民アン
ケートを実施し、「野向小学校あり方検討委員
会」を設置、市教育委員会も依頼を受けてオブ
ザーバーとして参加し、必要な情報提供をさせ
ていただいている。

一般質問  議:議員／理:理事者

● 勝山市立中学校について
● 小学校の統廃合について
その他の質問
・野焼きについて
・農業政策について
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